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、
序

検
地
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
所
謂
太
閤
検
地
は

文
禄
一
一
一
年
に
至
っ
て
そ
の
規
準
も
統
一
さ
れ
方
針
が
一
応
確
立
さ

れ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
が
家
康
に
受
け
継
が
れ
多
少
の
改
め
は

あ
っ
た
が
根
本
的
な
変
革
は
な
く
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

近
世
藩
領
の
検
地
は
出
目
の
増
加
を
主
要
目
的
と
し
た
が
、
こ

れ
は
そ
の
ま
ま
農
民
に
対
す
る
貢
租
強
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

幕
府
及
び
諸
藩
が
封
建
的
支
配
権
を
維
持
し
て
い
く
に
は
検
地
は

重
要
な
基
礎
工
事
で
あ
っ
た
。
故
に
太
閤
検
地
を
基
盤
に
し
て
、

以
後
の
新
開
地
及
び
竿
の
が
れ
地
を
検
地
し
、
内
高
を
増
加
し
よ

う
と
し
た
。
幕
府
は
武
家
諸
法
度
に
「
万
事
応
江
戸
法
度
於
国
定

所
灸
可
運
行
之
事
」
と
し
、
又
慶
安
二
年
に
は
検
地
条
目
を
制
定

し
、
専
ら
課
税
対
象
の
新
田
の
開
発
に
主
力
を
注
い
だ
の
で
あ

る
。

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ

一
、
津
軽
藩
の
新
田
開
発
と
諸
検
地

太
閤
の
奥
州
（
１
）
検
地
は
天
正
十
八
年
に
実
施
さ
れ
、
津
軽
（
２
）

藩
の
検
地
は
文
禄
元
年
、
前
田
利
家
以
下
東
奥
巡
見
便
が
下
司
し

津
軽
氏
提
封
四
万
五
千
石
と
し
て
い
る
。

徳
川
幕
府
は
そ
の
初
期
に
於
い
て
幕
藩
政
治
体
制
を
整
え
、
経

済
的
基
盤
の
確
立
の
た
め
、
新
田
開
発
に
努
め
、
農
民
を
土
地
に

緊
縛
す
る
と
共
に
、
高
請
農
民
の
確
保
と
貢
租
の
増
加
に
努
力
し

た
。
勿
論
諸
藩
も
同
様
な
政
策
を
取
り
、
財
政
の
安
定
に
力
を
注

い
だ
。

初
代
津
軽
藩
主
為
信
公
は
領
地
の
安
堵
を
図
り
、
四
万
七
千
石

（
３
）
の
版
図
を
確
立
し
、
慶
長
二
年
、
従
来
の
六
郡
（
４
）
を
三
郡

に
し
て
統
治
し
た
。
そ
れ
以
後
、
藩
で
は
積
極
的
に
土
地
を
開
発

し
、
治
水
工
事
も
実
施
し
て
い
っ
た
。
元
和
、
寛
永
の
大
凶
作
に

よ
る
廃
田
と
再
興
、
新
田
、
新
村
の
派
立
、
又
延
宝
年
間
に
は
民

一
○
三

い

て

花
田
義
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間
（
５
）
の
下
新
田
開
発
の
建
白
も
あ
り
、
多
く
の
新
田
が
派
立
し

た
。
寛
文
期
に
は
五
所
川
原
、
床
舞
、
長
科
の
開
発
も
蝿
し
く
、

特
に
天
和
元
年
に
新
田
取
壜
立
方
な
る
役
を
設
け
た
。
ま
た
そ
の
頃

出
さ
れ
た
広
須
新
田
御
捷
条
目
（
６
）
十
一
ケ
条
は
幕
藩
体
制
下
で

は
驚
異
的
な
開
発
促
進
策
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
人
寄
役
を
置
き
、

知
行
派
か
ら
御
蔵
派
に
切
替
え
て
実
施
し
て
い
る
。
勿
論
新
田
開

発
奨
励
策
と
し
て
小
知
行
派
、
租
税
の
減
税
、
士
分
の
授
与
、
封

禄
褒
状
等
種
々
の
特
典
を
与
え
て
之
に
努
力
し
て
い
る
。

津
軽
は
亦
河
川
が
極
め
て
多
く
、
そ
の
氾
濫
、
改
修
は
農
民
に

幾
多
の
苦
痛
を
与
え
て
い
る
。
堤
防
の
改
修
な
ど
は
た
と
え
苦
痛

で
あ
っ
て
も
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岩
木
川
、
平

川
、
浅
瀬
石
川
、
十
川
の
四
大
川
を
初
め
、
十
三
湖
、
円
光
沼
、

そ
の
支
流
諸
川
の
堰
の
修
築
・
植
林
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
一
代
信
牧
公
は
寛
永
二
年
、
御
郡
中
惣
高
を
検
地
し
、
’
一
一
年
を

費
し
、
三
代
信
義
公
は
正
保
一
一
年
、
知
行
高
辻
帳
を
幕
府
に
提
出

し
て
い
る
。
四
代
信
政
公
は
明
暦
一
一
年
惣
検
地
を
実
施
、
同
三
年

「
津
軽
郡
中
惣
検
地
帳
家
中
並
百
姓
よ
り
雨
上
改
む
」
と
「
津
軽

信
政
公
事
績
」
（
７
）
に
見
え
る
。
寛
文
（
８
）
四
年
津
軽
高
辻
帳
を
提

出
し
て
、
表
高
四
万
七
千
石
を
維
持
し
て
い
る
。
寛
文
五
年
に
は

「
明
暦
以
来
（
９
）
の
開
墾
改
帳
仕
立
新
検
地
初
る
」
と
て
愈
汽
新

田
派
立
が
激
し
く
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
同
十
一
年
、
外
ヶ
浜

と
西
浜
の
検
地
、
翌
年
百
州
七
ヶ
村
（
皿
）
派
立
、
延
宝
三
年
に
は

領
内
の
竿
入
れ
を
し
、
新
間
竿
六
尺
一
歩
を
一
間
と
し
、
四
年
に

は
畑
物
成
、
）
御
年
貢
御
定
め
」
と
な
り
叉
「
畑
方
植
物
に
付
納

米
定
仰
付
三
卯
年
秋
よ
り
納
米
板
（
⑫
）
ゆ
す
り
に
被
仰
付
」
れ
た
。

す
な
わ
ち
畑
年
貢
を
定
め
て
た
の
で
あ
る
。
六
年
に
は
寛
文
十
一

年
打
越
之
御
郡
中
の
田
畑
検
地
を
行
な
い
、
七
年
に
は
下
ノ
切
藤

崎
等
各
遣
の
新
検
ま
た
上
磯
下
磯
と
も
に
御
竿
入
れ
を
し
て
い

る
。
天
和
元
年
に
は
御
巡
見
便
が
来
藩
Ｌ
、
同
六
月
「
弘
前
藩
（
皿
）

津
軽
領
内
の
民
戸
を
調
査
」
し
た
。
そ
し
て
村
数
七
百
廿
一
ヶ
村

戸
数
一
万
三
千
軒
、
内
半
分
は
給
地
百
姓
な
り
」
（
皿
）
と
し
て
い

る
。
「
同
十
一
一
月
（
唖
総
検
地
新
検
御
竿
入
済
、
之
は
寛
文
十
一

年
よ
り
十
一
年
目
な
り
。
」
か
く
て
此
の
年
津
軽
領
総
検
地
済
と

な
り
、
こ
れ
を
「
天
和
見
地
済
」
と
称
す
る
。
即
ち
新
田
の
派
立

と
と
も
に
随
時
随
所
に
年
度
を
異
に
す
る
何
回
か
の
検
地
を
実
施

し
、
こ
こ
に
全
領
地
を
検
地
し
終
え
た
わ
け
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
貞
享
の
総
検
地

江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
げ
て
全
国
的
に
領
内
検
地
が
実

施
さ
れ
。
そ
の
目
的
は
前
記
の
如
く
貢
租
の
増
額
で
新
田
開
発
に

主
力
を
お
い
た
が
、
こ
れ
は
幕
藩
体
制
の
封
建
的
経
済
に
そ
の
要

因
が
あ
る
。
租
税
の
金
納
化
、
俸
禄
の
給
料
化
、
及
び
商
業
の
発
達

が
之
を
促
し
、
農
民
に
対
す
る
搾
取
が
益
々
過
重
と
な
っ
て
い
っ

た
。
且
つ
諸
藩
の
参
勤
交
代
に
か
ら
む
諸
費
用
の
増
加
、
箸
侈
的

一
○
四
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生
活
の
傾
向
も
こ
れ
に
拍
車
を
か
げ
た
。

幕
府
は
武
家
諸
法
度
・
慶
安
の
御
触
書
・
倹
約
令
を
発
し
た
が
、

益
々
財
政
は
困
窮
し
て
い
っ
た
。

１
検
地
の
方
針

信
政
公
は
津
軽
中
興
の
祖
と
言
わ
れ
、
新
田
開
発
、
植
林
、
治

水
の
大
事
業
は
こ
の
時
に
当
っ
て
特
に
進
展
し
た
。
し
か
も
前
述

の
如
く
寛
文
以
来
殊
に
激
し
か
っ
た
。
豊
作
、
凶
作
、
廃
田
等
が

あ
っ
て
田
畑
の
面
積
、
石
高
が
不
明
確
で
あ
っ
た
ひ
し
か
し
天
和

の
頃
迄
に
は
津
軽
一
一
一
新
田
Ｂ
）
を
除
い
て
は
開
発
も
一
応
峠
を
越

し
た
の
で
、
こ
こ
に
収
入
増
の
た
め
田
畑
の
正
確
さ
を
要
求
し
、

全
領
内
の
一
斉
且
つ
一
定
規
準
と
方
針
で
実
施
踏
査
に
よ
る
総
検

地
を
実
施
す
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

検
地
の
準
備
は
天
和
二
年
十
月
各
村
落
に
調
査
要
項
を
示
し
、

村
役
人
よ
り
一
村
落
毎
に
略
図
と
書
上
帳
（
天
和
之
書
上
帳
と
称

す
る
）
を
徴
す
る
事
に
な
っ
た
。
冠
）

訓
令
冠
）
に
よ
る
と
一
村
毎
に
略
絵
図
と
田
畑
の
書
上
帳
及
び

検
地
案
内
人
と
村
役
人
か
ら
宣
誓
書
と
証
文
を
徴
し
て
い
る
。
こ

れ
は
検
地
の
厳
重
な
事
を
村
方
役
人
に
威
圧
的
に
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
叉
「
検
地
（
、
）
案
内
之
者
誓
詞
前
書
」
と
し
て
三
項
目
を
出

し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
ど
ん
な
態
度
で
臨
ん
だ
か
大
要
を
掴
む
事
が
で

き
る
。
即
ち
土
地
は
す
べ
て
の
所
を
隠
さ
ず
に
申
上
げ
、
田
畑
の
級

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

位
も
決
し
て
情
を
は
さ
む
事
な
く
正
確
に
付
け
、
特
に
開
発
新
田

畑
や
隠
田
は
如
何
な
る
縁
者
で
も
隠
し
た
り
し
た
ら
役
所
へ
申
述

べ
る
事
、
叉
御
朱
印
地
は
限
界
を
明
白
に
し
、
紛
ら
わ
し
い
点
や

法
に
触
れ
そ
う
な
事
は
詳
細
に
申
上
げ
る
事
と
し
、
然
も
之
を
後

世
迄
の
証
拠
と
し
て
お
く
と
い
い
、
検
地
の
厳
し
さ
を
明
ら
か
に

物
語
っ
て
い
る
。
更
に
「
名
主
宛
）
組
頭
百
姓
よ
り
取
候
証
文
之

事
」
と
し
て
「
差
上
申
一
札
之
事
」
ａ
）
が
五
項
目
あ
る
。
即
ち

検
地
案
内
に
は
一
歩
も
見
落
す
事
な
く
書
上
帳
と
よ
く
照
合
し
、

隠
田
の
な
い
よ
う
に
し
、
も
し
隠
田
が
あ
っ
た
ら
ど
ん
な
処
置
を

し
て
も
よ
い
事
、
又
道
路
堀
等
は
規
定
通
り
に
し
、
田
畑
を
減
じ

な
い
よ
う
に
十
分
調
査
す
る
事
、
又
他
郷
と
の
出
入
地
は
無
断
で

処
理
し
な
い
事
等
で
、
最
後
の
五
項
目
は
す
べ
て
御
家
内
の
諸
法

度
に
背
い
た
り
、
後
日
違
法
の
事
が
知
ら
れ
た
ら
如
何
な
る
処
罰

を
も
仰
付
け
て
も
よ
い
と
書
き
、
且
つ
最
後
に
こ
の
一
札
に
少
し

で
も
相
違
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
事
を
さ
れ
て
も
恨
む
よ
う
な
事
は
し

な
い
と
い
う
確
約
証
文
を
提
出
さ
せ
た
も
の
で
、
如
何
に
こ
の
検

地
に
際
し
、
藩
が
強
的
な
態
度
で
臨
ん
だ
か
が
頷
か
れ
る
。

又
一
方
天
和
四
年
に
は
四
十
一
項
目
に
わ
た
る
「
御
新
検
御
竿

奉
行
勤
方
覚
書
」
壷
）
な
る
も
の
を
出
し
て
い
る
。
即
ち
検
地
の

方
針
を
具
体
的
な
方
法
で
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
検
地
の
性
格
が

如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
特
質
的
な
も
の
を
挙
げ

て
見
る
と
、
１
田
位
は
百
姓
に
相
談
し
村
位
も
検
ぺ
、
右
盛
も
吟

一
○
五
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味
す
べ
き
事
、
百
姓
の
逃
散
防
止
、
高
請
農
民
の
保
護
政
策
が
入

っ
て
い
る
。
２
田
畑
の
地
形
、
用
水
、
日
射
等
を
考
え
、
再
検
の

際
も
相
違
な
い
よ
う
野
帳
に
朋
一
記
す
る
事
、
３
間
竿
は
十
分
注
意

し
、
よ
く
改
め
つ
つ
使
用
す
る
事
、
４
屋
敷
は
四
壁
引
と
し
、
屋

敷
内
の
除
地
等
は
仔
細
を
書
き
、
由
緒
あ
る
官
等
は
本
締
役
へ
申

上
げ
る
事
、
又
私
有
地
は
除
地
と
し
て
許
可
し
な
い
事
、
５
町
、

地
孑
、
寺
の
各
屋
敷
は
四
壁
引
せ
ず
、
裏
、
表
の
竿
を
間
違
い
な

く
取
り
、
小
見
世
は
除
い
て
も
よ
い
が
、
し
か
し
之
が
屋
敷
内
に

あ
る
な
ら
除
か
な
い
事
。
小
見
世
は
津
軽
特
有
の
さ
し
か
け
小
屋

を
さ
す
が
、
こ
れ
を
ゑ
て
も
実
に
細
か
い
所
ま
で
行
き
届
い
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
６
庄
屋
屋
敷
内
の
小
蔵
は
下
坪
に
一
間
通
り
を

加
え
、
こ
の
内
と
し
て
も
よ
い
が
、
現
在
小
蔵
が
な
け
れ
ば
屋
敷

の
面
積
と
す
る
事
。
即
ち
庄
屋
と
雄
も
特
別
扱
い
を
し
な
い
事
が

わ
か
る
。
７
畔
引
き
の
寸
尺
は
大
小
を
考
え
、
間
数
ひ
い
て
は
歩

数
は
こ
れ
を
崩
さ
ず
、
一
一
尺
囚
寸
迄
は
捨
て
て
兆
二
尺
五
寸
よ
り

五
尺
囚
寸
迄
は
半
間
、
五
尺
五
寸
以
上
は
一
間
と
し
て
算
定
す

る
。
８
田
地
畔
引
き
は
開
墾
地
の
場
合
百
歩
に
付
、
畔
二
十
歩
ず

つ
除
き
広
い
所
は
溝
等
も
考
慮
し
て
よ
い
事
。
（
こ
れ
は
含
ゑ
の

あ
る
開
墾
奨
励
策
の
一
つ
で
も
あ
る
）
９
畑
を
田
に
す
る
事
は
一

向
差
障
り
が
な
い
故
、
願
出
さ
せ
て
検
地
し
、
訳
を
記
帳
し
て
田

位
を
つ
げ
る
事
、
ｍ
田
地
と
は
為
し
え
な
い
か
ら
畑
に
し
た
い
と

願
っ
た
ら
、
庄
屋
五
人
組
頭
で
吟
味
し
、
将
来
も
見
込
承
が
な
い

と
見
極
め
た
ら
証
文
を
取
り
検
地
し
畑
位
を
つ
げ
る
事
。
（
即
ち

廃
田
を
拒
糸
極
力
田
地
に
重
点
を
お
い
て
い
る
）
、
川
端
の
田
は

洪
水
と
共
に
変
る
か
ら
、
大
き
く
は
一
一
間
除
き
、
訳
を
記
帳
し
、

面
倒
な
所
は
木
綿
役
へ
相
断
す
る
事
、
皿
川
原
を
田
畑
に
す
る
と

申
請
し
た
ら
、
よ
く
検
査
し
役
所
に
届
け
差
図
を
受
け
る
事
。
（
こ

れ
は
河
川
の
多
い
津
軽
な
ら
で
は
見
ら
れ
ぬ
条
項
で
、
河
川
の
氾

濫
と
改
修
が
如
何
に
農
民
を
苦
し
め
た
か
を
示
す
と
と
も
に
、
川

の
保
護
と
、
こ
ん
な
場
所
か
ら
で
も
年
貢
を
取
る
事
に
怠
り
が
な

か
っ
た
事
を
表
現
し
て
い
る
ｊ
・
皿
薮
の
中
で
も
畑
が
あ
っ
た
ら

検
地
す
る
事
。
ｕ
田
畑
の
稲
上
げ
場
の
空
地
で
も
よ
く
検
討
し
、

田
と
し
て
可
能
な
所
は
田
ま
た
は
畑
と
し
て
検
地
し
、
記
入
し
、

庄
屋
預
り
地
と
す
る
事
。
稲
上
げ
場
で
も
三
十
歩
以
上
は
検
地
す

る
事
。
即
ち
貢
租
田
を
多
く
し
、
私
腹
を
肥
や
す
よ
う
な
事
は
さ

せ
な
い
。
巧
堰
合
の
士
の
上
げ
場
の
他
は
作
毛
し
て
も
よ
く
、
一

間
に
五
間
以
上
は
検
地
し
、
抱
地
を
願
っ
た
ら
、
訳
を
記
入
し
へ

一
年
作
が
不
可
能
の
時
は
歩
数
を
記
し
、
畑
地
と
す
る
事
。
こ
れ

も
用
水
路
の
多
い
津
軽
ら
し
さ
を
示
し
、
堰
合
の
た
っ
た
五
坪
の

所
（
流
れ
場
）
で
も
作
付
地
と
し
て
い
る
点
全
く
行
き
届
き
過
ぎ

て
い
る
ほ
ど
行
き
届
い
た
も
の
で
あ
る
。
砠
新
用
水
路
、
新
道
、

墓
地
等
は
十
歩
以
下
と
一
一
一
一
十
歩
迄
と
三
十
歩
以
上
と
を
区
別
し
て

証
文
を
取
っ
た
り
九
仔
細
を
記
入
し
役
所
へ
申
告
し
た
り
代
官
所

や
惣
奉
行
に
願
い
出
て
そ
の
認
可
を
う
る
を
必
・
要
と
し
た
。
且
つ

一
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手
形
形
式
迄
指
示
し
除
地
も
最
低
の
線
を
と
り
、
一
歩
の
見
落
し

も
な
い
気
ご
承
が
感
じ
ら
れ
る
。
Ⅳ
庄
屋
や
村
中
が
介
抱
し
て
住

ん
で
い
る
者
に
つ
い
て
は
竿
入
れ
を
除
く
事
を
認
め
て
い
る
。
こ

の
点
は
竿
奉
行
の
目
を
逃
れ
る
津
軽
ら
し
い
ぬ
げ
道
と
い
え
る
。

肥
田
畑
と
も
に
他
村
に
入
込
ん
で
い
る
越
石
は
入
作
と
同
じ
よ
う

で
あ
る
が
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
津
軽
で
は
旗
本
采
地
支
給
の
事

に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
入
作
と
同
一
視
し
た
ら
し
い
で
故
に
此

方
か
ら
向
う
へ
誰
某
の
分
が
石
を
越
し
て
い
る
と
解
し
た
ら
し

い
。
津
軽
特
異
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
⑲
悪
地
で
下
々
田
以
下
の

田
は
石
盛
を
下
げ
て
記
帳
す
る
事
と
し
、
新
田
開
発
の
た
め
、
百

姓
の
懐
柔
策
を
取
っ
て
い
る
。

即
ち
地
域
的
特
徴
を
も
つ
北
端
の
津
軽
藩
は
一
歩
で
も
土
地
を

拡
充
し
、
且
つ
無
抱
地
は
庄
屋
預
り
と
し
、
未
検
地
の
場
、
た
と

え
空
所
で
も
百
姓
が
年
貢
を
免
れ
る
事
が
な
い
よ
う
に
し
父
実
に

細
々
と
し
た
所
ま
で
目
を
届
か
せ
て
収
入
を
増
加
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
た
め
に
農
民
を
上
手
に
懐
柔
し
つ
つ
、
厳
重
に
検
地
を

実
施
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
検
地
役
人
は
藩
の
意
向
を
体
し
て

関
東
及
び
そ
の
他
の
藩
に
比
し
て
仔
細
且
つ
厳
重
に
検
地
を
実
施

し
た
の
で
あ
っ
た
。

２
検
地
の
実
施

前
述
の
方
針
の
下
に
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
こ
と
に

つ
い
て
は
『
津
軽
信
政
公
事
績
』
に
「
貞
享
元
年
二
月
、
（
詔
）
御

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

郡
中
御
新
検
被
仰
付
惣
奉
行
大
道
寺
隼
人
、
間
宮
求
馬
、
元
締
武

田
源
左
衛
門
、
佐
藤
新
五
左
衛
門
、
田
口
十
兵
衛
（
中
略
）
御
竿

奉
行
田
村
源
左
衛
門
等
四
十
八
人
附
添
下
役
竿
取
共
一
手
八
人
ず

つ
当
年
よ
り
三
ヶ
年
に
し
て
御
郡
中
不
残
惣
検
済
、
分
米
水
帳
共

相
極
同
年
三
月
十
一
一
日
よ
り
新
検
地
通
り
御
収
納
被
仰
付
候
（
後

略
）
」
と
見
え
る
。
即
ち
惣
奉
行
の
下
に
検
地
役
人
ら
一
手
四
十

八
人
が
幾
組
か
に
分
れ
て
一
斉
に
検
地
条
令
に
従
っ
て
実
施
し
三

年
で
完
了
し
、
そ
の
年
の
秋
か
ら
新
検
地
台
帳
に
基
づ
い
て
貢
納

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
御
郡
中
不
残
」
と
は
全
く
文
字
通
り

で
あ
っ
た
。

現
存
す
る
「
陸
奥
国
津
軽
郡
○
○
庄
○
○
村
御
検
地
水
帳
」
（
翌

は
九
百
什
二
冊
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
西
ノ
内
紙
に
書
い
た
根
帳
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
各
村
毎
に
一
冊
又
は
数
冊
に
ま
と
め
ら

れ
五
月
頃
作
成
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
中
別
所
村
の
そ
れ
に
と
っ

て
み
る
。

葛
野
三
拾
九
間
弐
反
六
畝
歩
太
郎
左
衛
門

上
田
弐
拾
間

分
米
三
石
壱
斗
弐
升

（
中
略
）

右
者
津
軽
郡
鼻
和
庄
之
内
中
別
所
村
御
検
地
以
六
尺
壱
分
間
竿

壱
反
三
百
歩
石
盛
位
付
帳
面
書
記
者
也

貞
享
四
丁
卯
年
五
月

惣
奉
行
大
道
寺
隼
人
⑩

間
宮
求
馬
⑲

一
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法
政
史
学
第
一
五
号

こ
の
検
地
帳
に
は
分
付
は
全
然
な
く
、
又
大
地
主
は
三
四
ヶ
所
に

田
畑
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
分
け
ら
れ
た
ま
ま
記
載
さ
れ
、
又
屋

敷
を
も
っ
て
い
な
い
者
は
七
割
、
屋
敷
持
三
割
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

田
畑
両
方
持
ち
六
割
、
田
持
ち
三
割
、
畑
の
み
は
一
割
ぐ
ら
い
で

庄
屋
又
は
本
家
へ
奉
仕
す
る
と
い
う
本
家
、
分
家
関
係
の
強
い
雰

囲
気
が
表
わ
れ
て
い
る
。

ｊ
さ
て
こ
の
検
地
帳
の
作
成
過
程
を
示
す
天
和
書
上
帳
は
残
っ
て

お
ら
ず
大
方
不
明
で
あ
る
が
、
た
だ
一
冊
「
平
賀
庄
富
田
村
田
畑

御
検
地
水
帳
」
亀
）
と
い
う
別
種
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
之

を
壱
と
し
「
富
田
村
之
絵
図
」
へ
蓮
を
弐
と
し
て
「
富
田
村
田
畑

御
検
地
案
内
之
古
帳
」
を
参
「
富
田
村
御
検
地
御
竿
留
野
帳
」
§

を
四
、
「
富
田
村
御
検
地
御
蔵
野
帳
」
の
）
を
五
と
し
て
前
記
の
表

題
が
つ
い
て
そ
の
作
成
順
が
よ
く
示
さ
れ
、
且
つ
、
そ
の
記
入

内
容
は
夫
々
異
な
り
順
次
に
細
か
に
書
か
れ
て
台
帳
に
至
っ
て
い

る
。
誤
記
が
一
ケ
所
ほ
ど
見
ら
れ
る
が
検
地
帳
で
は
一
訂
正
さ
れ
極

め
て
正
確
に
厳
正
に
調
査
記
入
さ
れ
て
い
る
事
が
分
り
、
検
地
条

令
の
通
り
に
実
施
さ
れ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
検
地
の
結
果
田
方
は
六
シ
成
畑
方
は
五
シ
成
で
京
枡
（
空

で
計
算
さ
れ
て
い
る
。
尺
は
六
尺
一
分
が
一
間
、
一
一
一
百
歩
一
反
は

幕
府
の
規
定
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
こ
こ
に
貞
享
の
検
地
の

「
御
郡
中
御
検
地
高
目
録
」
（
聖
を
見
る
と
貞
享
以
前
の
諸
検
地

は
必
ず
し
も
正
確
さ
を
保
っ
て
い
な
い
事
が
わ
か
る
。
即
ち
天
和

元
年
の
検
籍
に
は
七
百
廿
一
ヶ
村
と
あ
る
の
に
対
し
て
貞
享
で
は

六
百
州
四
ケ
村
と
な
り
八
十
七
村
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
又
分

米
は
一
一
万
二
千
余
石
、
成
米
で
一
一
万
余
石
の
出
高
を
つ
く
り
、
貞

享
度
検
地
の
正
確
さ
、
き
び
し
さ
を
示
し
予
定
通
り
検
地
目
標
を

達
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

検
地
が
終
る
と
此
の
新
検
後
の
改
正
を
農
民
に
徹
底
さ
せ
る
た

め
に
「
新
検
作
法
之
触
渡
し
」
（
釦
）
が
「
四
年
二
月
廿
六
日
よ
り

組
毎
に
…
…
七
人
相
廻
り
被
仰
付
候
」
と
あ
っ
て
一
役
人
が
二
組

位
ず
つ
担
当
し
て
廻
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
従
来
の
三
庄
（
弧
）

十
六
道
を
十
六
組
に
改
名
し
過
目
も
代
官
割
及
代
官
所
（
蛇
）
と
改

称
し
村
名
の
変
更
も
実
施
し
た
。
即
ち
統
制
上
行
政
上
藩
の
方
針

の
徹
底
化
を
期
す
る
た
め
に
各
変
革
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
検
地
と
貢
租

検
地
の
重
要
な
事
は
田
畑
の
登
録
と
作
職
ｌ
年
貢
負
担
者
の
決

定
に
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
主
要
目
的
は
貞
享
四
年
の
「
田
畑
貢

納
蕊
）
の
改
正
」
に
見
ら
れ
る
。
同
年
一
一
月
「
新
検
地
に
付
被
仰

付
」
（
型
と
十
項
目
を
出
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
に
は
、
新
検
地

で
は
石
盛
等
は
今
迄
よ
り
も
緩
和
し
た
し
、
又
従
来
と
異
な
り
、

年
貢
も
一
定
に
決
め
た
か
ら
百
姓
の
働
き
次
第
に
よ
っ
て
そ
れ
だ

け
利
益
が
多
く
な
る
故
、
農
事
に
精
を
出
す
よ
う
村
方
へ
徹
底
さ

せ
る
事
、
又
藩
の
重
要
事
は
別
と
し
て
も
地
方
で
は
極
力
百
姓
人
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夫
を
使
わ
ず
耕
作
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
す
る
事
な
ど
と
い
う
奉

行
へ
の
令
達
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
従
来
よ
り
負

担
率
の
軽
い
屋
敷
高
や
小
役
米
等
に
は
具
体
的
に
触
れ
て
い
る
が

肝
心
な
正
租
は
抽
象
的
に
ぼ
か
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
農
民
を
安
堵
さ
せ
、
不
平
不
満
、
反
抗
の

な
い
よ
う
に
懐
柔
の
策
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
田
畑
貢
納
法
の
改
正
は
総
検
地
で
決
め

た
が
、
む
し
ろ
「
天
和
之
書
上
帳
」
に
重
き
を
お
い
て
村
位
、
田

位
、
畑
位
（
芭
等
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
地
租
改
正
ま
で
一
定

の
田
法
で
あ
っ
た
。
故
に
村
役
人
の
書
上
げ
の
如
何
に
よ
っ
て
、

そ
の
村
の
運
、
不
運
が
長
期
に
わ
た
っ
て
左
右
さ
れ
た
わ
け
で
、

そ
れ
だ
け
に
村
役
人
の
威
勢
が
強
く
農
民
が
弱
い
と
い
う
傾
向
が

特
に
津
軽
で
は
著
し
か
っ
た
。

貞
享
之
田
畑
貢
納
法
は
土
地
、
村
の
等
級
を
定
め
、
且
つ
如
何

な
る
豊
年
も
定
積
を
越
し
て
課
税
す
る
事
な
く
、
文
教
作
で
定
積

が
不
可
能
な
時
は
所
謂
検
見
検
地
法
で
租
額
を
減
ず
る
と
し
て
い

る
（
村
位
は
三
等
あ
り
田
畑
位
は
各
之
九
等
位
あ
り
）
中
に
は
再

検
で
移
動
し
た
り
、
又
農
事
の
熱
心
如
何
に
よ
っ
て
懲
戒
的
に
変

更
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
田
方
は
大
抵
新
古
と
も
に
六
シ
成
（
新

田
に
は
ニ
ッ
成
も
あ
る
）
で
六
公
四
民
、
畑
と
屋
敷
は
五
シ
成
で

五
公
五
民
の
制
で
あ
っ
た
。

一
方
こ
の
改
正
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
よ
う
な
小
物
成
詑
）

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

の
五
口
小
役
米
の
事
で
あ
る
。
即
ち
ａ
、
野
手
米
は
野
手
衿
と

同
じ
も
の
で
古
い
も
の
で
あ
り
、
ｂ
、
山
手
米
と
同
じ
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
ｃ
、
人
米
は
人
夫
の
代
り
の
課
税
な
る
故
天
領
の
六

尺
給
米
と
同
一
義
の
も
の
で
あ
る
。
ｄ
、
津
出
米
は
青
森
と
鯵
ヶ

沢
へ
の
駄
送
賃
金
で
駄
賃
米
と
も
言
わ
れ
た
。
ｅ
、
口
米
は
納
米

の
減
石
補
充
で
諸
国
の
欠
米
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
久
米

は
検
査
し
、
余
分
は
返
し
た
と
い
う
が
津
軽
で
は
返
さ
な
か
っ
た

ら
し
い
。
）

小
役
米
は
元
来
小
さ
い
も
の
だ
が
、
藩
に
於
い
て
は
小
物
成
に

属
す
る
課
税
で
軽
視
出
来
な
い
収
納
で
あ
っ
た
。
以
前
は
郡
中
千

五
百
石
余
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
五
口
之
小
役
米
に
つ
い
て
検
地
総
奉
行
両
名

の
伺
書
を
見
る
と
、
之
に
よ
っ
て
五
口
小
役
米
が
新
し
く
決
ま
っ

た
経
過
と
と
も
に
、
ま
た
貞
享
検
地
が
如
何
に
厳
し
か
っ
た
か
を

裏
づ
け
る
事
が
出
来
る
。
三
年
十
一
月
の
伺
書
（
訂
）
で
は
小
役
米

の
総
高
は
三
年
以
前
に
比
較
す
る
と
五
百
廿
七
石
余
の
減
と
な
っ

た
と
し
、
叉
十
二
月
の
伺
書
で
は
従
来
の
ま
ま
で
は
距
離
的
に
不

公
平
を
生
ず
る
と
し
て
駄
賃
米
を
津
出
米
（
理
と
改
め
、
一
定
に

せ
ん
ぶ
そ
の
結
果
は
六
百
六
十
一
石
余
減
少
し
て
く
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
「
新
検
以
前
の
諸
品
上
納
」
（
翌
は
重
年
貢
に
な
る

故
、
赦
免
し
て
は
ど
う
か
、
且
つ
又
真
綿
は
百
姓
が
養
話
し
て
な

い
の
で
難
儀
し
て
い
る
か
ら
赦
免
し
て
は
如
何
か
と
述
べ
て
、
そ

一
○
九
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の
計
は
代
米
九
百
八
十
四
石
余
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
諸
品
上
納

の
三
口
は
新
検
以
前
、
田
畑
に
余
り
も
あ
っ
て
小
役
も
勤
め
て
い

た
が
、
今
度
の
新
検
は
ぎ
り
ノ
ー
｜
ぱ
い
に
厳
し
く
し
た
検
地
の

故
、
余
り
も
な
く
今
迄
の
如
く
二
重
に
且
つ
手
元
に
な
い
品
を
納

め
る
事
は
容
易
で
な
い
た
め
百
姓
の
支
出
も
多
く
、
困
難
で
あ
ろ

う
。
少
し
の
収
納
の
事
か
ら
百
姓
が
難
儀
す
る
の
は
逆
効
果
と
な

り
、
結
局
藩
の
損
に
な
る
故
、
百
姓
を
成
り
立
た
せ
耕
作
に
専
念

し
得
る
よ
う
に
し
た
方
が
得
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
叉
今
迄

は
小
役
を
勤
め
る
上
に
百
姓
人
夫
の
出
方
も
多
く
、
作
毛
も
粗
末

に
取
扱
わ
れ
、
且
つ
年
々
災
害
と
不
作
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る

か
ら
、
よ
く
検
見
を
し
て
過
分
に
納
米
せ
ぬ
よ
う
に
し
た
ら
ど
う

か
、
と
も
い
い
、
も
し
不
作
そ
の
他
で
郡
中
惣
成
米
一
分
成
の
違

い
は
米
二
千
六
百
余
石
、
俵
で
六
千
四
百
余
俵
（
但
し
四
斗
入
）

の
減
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
小
役
米
に
つ
い
て

は
よ
く
吟
味
し
な
お
し
、
百
姓
が
農
事
に
一
心
に
励
め
る
よ
う
に

す
る
事
が
肝
要
で
あ
る
と
存
ず
る
と
い
う
申
言
で
あ
っ
た
。
こ
の

意
見
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
こ
の
事
か
ら
し
て
も
貞
享
の
検
地
は
百
姓
に
と
っ
て
如
何
に

無
情
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
津
軽
特
有
の
爪
の
垢

程
の
土
地
に
も
爪
を
立
て
て
し
ぼ
り
取
ろ
う
と
し
た
検
地
で
あ
っ

た
。

法
政
史
学
第
一
五
号

四
、
結

び

近
世
的
新
田
開
発
は
寛
文
年
間
に
集
中
し
、
検
地
も
亦
全
国
的

に
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
漸
次
生
産
力
は
同
一
耕
地
に
、
よ
り
多

く
の
労
働
力
を
投
入
す
る
と
か
、
有
利
な
作
物
を
つ
く
る
と
い
っ

た
精
農
化
す
る
方
向
に
入
る
段
階
に
な
っ
た
。
従
っ
て
田
畑
永
代

売
買
禁
止
は
勿
論
今
迄
の
小
農
自
立
政
策
か
ら
分
地
制
限
の
方
向

を
取
り
小
農
維
持
、
分
化
阻
止
等
と
な
っ
て
き
た
。

津
軽
藩
も
寛
文
、
延
宝
、
天
和
と
新
田
が
増
加
し
、
貞
享
元
年

の
郷
村
帳
勿
）
に
よ
る
と
相
当
に
石
高
も
上
昇
し
て
い
る
が
、
貞

享
の
検
地
で
は
減
村
、
叉
減
石
も
可
成
あ
る
が
、
逆
に
村
に
よ
っ

て
は
倍
近
く
増
加
し
て
い
る
村
も
多
数
あ
る
。
即
ち
村
数
は
減
少

し
て
も
総
高
は
増
加
し
て
い
る
の
は
や
は
り
検
地
そ
の
も
の
の
厳

重
さ
を
証
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
実
に
よ
く
検
地
条
目
を
正

確
に
実
施
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
農
民
は
全
く
余
裕
が
な

く
搾
取
さ
れ
て
い
る
。
津
軽
の
如
き
後
進
地
で
は
役
人
は
そ
の
権

威
を
振
い
、
百
姓
は
只
服
従
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
「
百
姓
は
死

な
ぬ
よ
う
、
生
か
さ
ぬ
よ
う
に
」
と
は
全
く
当
時
の
実
態
を
表
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
津
軽
の
自
然
的
条
件
を
う
ま
く
利
用
し
、
且

つ
実
地
踏
査
に
よ
っ
て
河
川
の
隅
々
迄
竿
を
入
れ
、
そ
の
上
検
地

条
目
に
つ
い
て
は
津
軽
的
表
現
と
解
釈
を
用
い
、
津
軽
の
百
姓
の

性
格
を
上
手
に
利
用
し
た
か
の
感
が
あ
っ
た
。
先
進
地
域
の
百
姓

一

○
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の
如
き
活
気
性
〉
反
抗
性
も
な
く
唯
〉
隠
忍
持
久
す
る
性
質
を
逆

用
し
懐
柔
策
で
治
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
津
軽
の
盗
人
」
と
言

う
の
も
こ
の
辺
か
ら
端
を
発
し
て
い
る
も
の
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

検
地
の
惣
奉
行
、
大
道
寺
隼
人
、
間
宮
求
馬
、
検
地
本
締
武
田

（
旧
櫛
引
）
源
左
衛
門
、
田
口
十
兵
衛
に
つ
い
て
の
落
書
ａ
）
「
新

検
を
打
詰
め
た
り
や
田
口
ま
で
隼
人
が
求
馬
、
罪
は
源
左
衛
門
」

と
は
正
に
百
姓
の
苦
し
み
、
恨
承
を
う
た
っ
た
風
刺
歌
で
あ
る

貞
享
検
地
は
ま
さ
し
く
そ
の
後
の
津
軽
藩
の
農
政
の
転
換
期
を

示
す
文
字
通
り
厳
格
そ
の
も
の
の
竿
入
れ
で
あ
っ
た
。

註
ゑ
ち
の
く
双
書
第
一
集
「
永
禄
日
記
‐
一
同
第
六
集
「
津
軽
一
統
志
」

同
第
七
集
「
津
軽
歴
代
記
類
上
」
同
第
十
一
集
「
青
森
県
租
税
誌
前
編

上
」

⑩
朱
印
状
天
正
十
八
年
八
月
浅
野
氏
に
与
え
た
浅
野
家
文
書
弱
、
印
号

同
十
九
年
秀
次
の
書
状
伊
達
家
文
書
筋
、
の

②
津
軽
一
統
志
一
七
五
頁
五
行
、
尚
表
高
四
万
五
千
石
に
つ
い
て
は

「
太
閤
検
地
論
」
１
部
三
五
二
頁
の
表
、
及
び
「
青
森
県
租
税
誌
前
編
」

上
、
四
九
頁
日
本
租
税
志
前
編
よ
り
一
一
一
万
四
千
石
と
あ
る
。
又
永
禄
日

記
一
三
頁
一
一
一
行
に
検
地
と
石
高
四
万
七
千
石
と
あ
る
は
誤
筆
で
あ
ろ

う
。

⑧
津
軽
歴
代
記
類
五
四
頁
一
六
行
、
慶
長
六
年
関
ヶ
原
の
戦
功
に
て
上

野
国
大
館
領
二
千
石
加
封

凹
右

同
四
四
ノ
ー
○
…
…
六
郡
と
は
田
舎
、
花
輪
、
平
賀
、

奥
法
、
馬
江
流
末
の
各
郡
、
三
郡
…
田
舎
、
花
和
、
平
賀
（
永
禄
日

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

記
六
一
一
一
ノ
一
一
）

⑤
右

同
一
三
二
ノ
ー
五
延
宝
四
年
六
月
「
渡
辺
利
筆
記
」

⑥
津
軽
信
政
公
事
績
一
九
一
ノ
九

ｍ
右

同
一
二
五
ノ
セ

⑧
津
軽
歴
代
記
類
一
○
五
ノ
ー
二
「
佐
藤
家
記
」
又
同
年
一
一
一
郡
を
三

荘
十
五
遣
と
し
て
い
る
（
佐
藤
家
記
）
又
一
○
五
ノ
ー
○
、
一
○
五
ノ

ニ
ハ
、
四
万
七
千
石
」

⑨
津
軽
歴
代
記
類
一
○
八
ノ
四
「
佐
藤
家
記
」

⑩
津
軽
歴
代
記
類
一
三
○
ノ
ー
「
佐
藤
家
記
」

⑪
右

同
一
一
一
一
三
ノ
八
「
佐
藤
家
記
」
永
禄
日
記
五
○
ノ

ー
一
一

⑫
永
禄
日
記
五
○
ノ
六
又
五
四
ノ
ー
納
米
の
事

⑱
永
禄
日
記
五
三
ノ
ー
一
一
津
軽
信
政
公
事
績
一
五
八
ノ
ー
四
に
村

数
七
百
二
十
ケ
村
と
あ
る
…
…
七
百
二
十
ヶ
村
が
本
当
か
？
永
禄
日
記

で
は
七
百
三
十
一
ケ
付
と
あ
る
。

⑭
津
軽
歴
代
記
類
七
九
弘
前
と
い
う
名
は
寛
永
五
年
八
月
当
鷹
ヶ
関

の
地
を
弘
前
と
改
名
以
後
弘
前
藩
と
称
す

⑱
津
軽
歴
代
記
類
一
三
七
ノ
五
「
佐
藤
家
記
」

⑱
三
新
田
と
は
木
作
、
金
木
、
俵
元
（
元
文
二
年
派
立
検
地
完
了
）
二

十
八
組
と
な
る
・
・
・
津
軽
平
野
開
拓
史
「
福
士
貞
蔵
書
」

⑰
青
森
県
史
Ｒ
八
○
八
ノ
ー

⑱
津
軽
信
政
公
事
績
一
三
○
ノ
九
…
天
和
二
年
御
新
検
地
に
付
御
郡

中
不
し
残
一
ケ
村
限
り
略
絵
図
及
百
姓
持
田
畑
等
為
書
出
検
地
人
罷
越

候
節
案
内
の
者
及
名
主
組
頭
百
姓
あ
り
為
差
出
候
誓
詞
及
証
文
左
一
一
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伽
右
〆

同
一
三
○
ノ
ー
一
…
検
地
案
内
の
者
誓
詞
前
書

一
、
当
村
田
畑
屋
敷
山
林
ま
で
御
改
之
上
は
壱
畝
壱
歩
の
所
た
り
共
隠

し
不
申
候
事

一
、
田
畑
共
に
上
中
下
の
位
少
も
偽
り
な
く
可
申
上
侯
、
並
新
旧
畑
共

に
隠
田
仕
る
に
於
い
て
は
仮
令
親
類
縁
者
に
て
御
座
候
共
無
隠
可
申

上
候
事

一
、
宮
地
寺
地
御
朱
印
所
は
無
紛
様
明
白
に
可
申
上
侯
若
他
領
な
ど

へ
引
ぎ
ぎ
ら
か
し
隠
し
置
申
者
御
座
侯
は
ぱ
是
又
早
を
注
進
可
仕
候

尤
跡
に
し
田
地
、
他
領
へ
売
渡
或
は
質
物
杯
に
入
置
候
儀
御
座
侯
は

ぱ
其
段
委
細
可
申
上
候
事
跡
を
誓
詞
文

鋤
右

同
一
三
一
ノ
五
、
五
項
目
又
名
主
は
庄
屋
に
変

更
に
な
っ
て
い
る
（
永
禄
日
記
五
九
ノ
ー
）
天
和
三
年

⑪
右

同
一
一
一
一
ニ
ノ
六
四
十
一
項
目
あ
り
、
そ
の
中
の

十
九
項
目
を
記
載
し
た
も
の

⑫
右

同
一
五
八
ノ
八

⑬
弘
前
図
書
館
蔵
原
本
九
二
二
冊
、
西
ノ
内
紙
云
云
永
禄
日
記
六
一
一
一

ノ
八

⑭
右

同
陸
奥
国
津
軽
郡
平
賀
庄
富
田
村
田
畑
御
検
地
水
帳

⑬
⑬
伽
合
本
、
原
本
あ
る

鯛
永
禄
日
記
六
三
ノ
ー
一
四
斗
五
入
が
一
俵
、
但
し
京
升
方
四
寸
九

分
深
さ
二
寸
七
分
二
定
マ
ル
但
是
迄
之
升
方
二
寸
五
分
深
さ
五
寸
一
一

有
之
候
て
少
戈
太
卜
目
ニ
ナ
ル

鯛
弘
前
図
書
館
蔵
原
本
、
折
本

御
郡
中
御
検
地
高
目
録
田
舎
血
鼻
和
庄
平
賀
晄

一
、
新
検
高
弐
拾
六
万
千
八
百
参
拾
壱
石
五
斗
六
升
四
合

此
反
別
参
万
四
千
四
百
弐
拾
町
八
反
壱
畝
拾
八
歩
本
村
四
百
六

法
政
史
学
第
一
五
号

倒卿⑫⑪帥

拾
ケ
村
枝
村
百
七
拾
四
ケ
村

此
訳
高
拾
五
万
八
千
百
拾
五
石
五
斗
弐
升
五
合
田
舎
圧

高
四
万
弐
千
七
百
六
拾
六
石
弐
斗
七
合
鼻
和
庄

高
六
万
九
百
四
拾
九
石
八
斗
三
升
二
合
平
賀
庄

古
高
弐
拾
参
万
九
千
参
百
七
石
六
升

新
検
一
一
一
口
高
合
弐
拾
六
万
千
八
百
参
拾
壱
石
五
斗
六
升
四
合

内
弐
万
弐
千
五
百
弐
拾
四
石
五
斗
四
合
出
高

古
成
米
拾
参
万
参
千
弐
百
拾
石
参
斗
七
升
八
合

右
新
検
成
米
拾
五
万
参
千
弐
百
九
拾
七
石
六
斗
壱
升
田
方
六
シ
成

畑
方
五
シ
成

内
弐
万
八
拾
七
石
弐
斗
参
升
弐
合
出
分

右
の
外

一
、
広
須
御
新
田

一
、
小
国
御
新
田

一
、
河
原
平
御
新
田

一
、
桑
、
漆
、
桁
、
松
、
杉
、
桐
等
植
付
新
畑

一
、
小
役
米
高

一
、
山
畑

一
、
寺
社
境
内
之
除
地

右
七
処
新
捻
之
高
辻
ニ
ハ
先
除
置
候
追
而
委
細
可
奉
窺
上
候
以
上

貞
享
三
丙
寅
年
十
月
廿
一
一
一
日

大
道
寺
隼
人
⑨

間
宮
求
馬
卿

津
軽
歴
代
記
類
一
七
○
ノ
セ

右
同
一
○
五
ノ
ー
二
津
軽
信
政
公
事
績
一
二
九
ノ
ー

永
禄
日
記
六
三
ノ
ー

津
軽
信
政
公
事
績
一
六
○
ノ
八

右
同
一
七
○
ノ
ー
二
十
項
目

一
一
一
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佃
方

同
一
六
一
一
一
ノ
六

㈱
右

同
一
六
一
ノ
六

⑰
右

同
一
五
二
ノ
ー
四
新
検
巳
後
小
役
米
の
積
御
検

地
総
奉
行
大
道
寺
隼
人
、
間
宮
求
馬
よ
り
伺
書

一
、
山
手
米
…
略
一
、
野
手
米
…
略
一
、
ロ
米
…
略
一
、
夫

米
…
略
…
米
合
八
千
弐
百
六
拾
四
石
五
斗
六
升
八
合

○
新
検
以
前
貞
享
三
年
小
役
米
出
高
…
中
略
…
米
合
九
千
七
百
九
拾

弐
石
五
斗
六
升
五
合
一
一
万
内

八
千
弐
百
六
拾
四
石
五
斗
六
升
八
合
…
新
検
以
後
之
小
役
米
出
方

の
積
り

右
は
只
今
ま
で
の
小
役
米
と
新
検
以
後
の
小
役
米
積
差
引
仕
如
斯

御
座
侯
以
上

貞
享
三
寅
年
十
一
月
二
十
一
日

大
道
寺
隼
人

関
宮
求
馬
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同
一
五
四
ノ
九
…
津
出
米
之
事
…
前
略
…
然
る
に

駄
賃
米
に
仕
合
、
不
仕
合
御
座
侯
自
今
以
後
は
駄
賃
米
を
津
出
米
と
名

を
改
…
後
略

㈱
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同
一
五
七
ノ
五
新
検
已
前
諸
品
上
納
之
事
…
一
一
一

口
と
は
油
代
…
抱
地
百
姓
一
軒
に
付
荏
油
五
升
つ
つ
代
米
四
二
四
石
五

斗
真
綿
代
…
ま
わ
た
十
五
匁
、
代
米
四
四
八
石
六
升
麻
苧
代
…
麻

苧
盲
目
つ
つ
代
米
一
一
一
石
六
斗
九
升
一
合
Ⅱ
代
米
〆
九
八
四
石
二

斗
五
升
六
合

前
略
…

右
三
口
之
小
役
米
新
検
以
後
御
赦
免
被
遊
候
様
に
と
申
上
候
義
如
何
に

貞
享
元
年
の
津
軽
藩
の
検
地
に
つ
い
て
（
花
田
）

存
候
得
共
新
検
以
前
は
何
れ
も
田
畑
に
有
余
御
座
侯
に
付
小
役
も
相
勧

、
、
、
、
、
、
、
、
、

候
得
共
此
度
委
細
に
地
詰
相
済
申
候
故
田
畑
に
て
出
高
御
座
右
一
一
一
口
之

小
役
の
弐
弥
重
に
出
し
又
は
其
所
に
無
御
座
品
申
付
候
て
は
買
調
差
上

候
義
は
百
姓
の
賛
多
く
御
座
候
僅
の
所
に
て
御
郡
中
の
痛
仁
罷
成
義

に
御
座
候
問
少
分
之
義
は
御
忽
に
被
仰
付
百
姓
成
立
候
様
致
し
、
自
今

以
後
耕
作
等
精
を
入
候
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に
仕
度
泰
存
候
唯
今
迄
は
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を
小
役
相
勧
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夫
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出
方
百
姓
一
軒
に
付
所
仁
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一
ケ
年
申
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入
数
一
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方
作

毛
麓
相
に
取
扱
申
候
に
付
不
慮
之
水
千
の
外
年
を
不
作
仕
御
検
見
之
上

御
収
納
米
過
分
に
差
引
申
様
に
奉
存
候

御
郡
中
総
成
米
に
て
一
分
成
の
運

但
一
分
成
と
申
は
田
一
反
歩
に
付
米
九
合
五
勺
六
分
の
減

米
合
二
千
六
百
石
余
、
俵
に
〆
六
千
四
百
俵
余
、
但
し
一
俵
付
四
斗

入
、
銀
に
〆
六
十
五
貫
目
余
、
但
百
匁
に
付
四
石
の
積
金
千
八
拾

両
但
両
替
六
拾
匁

右
者
積
罷
成
義
に
御
座
候
然
新
検
已
後
小
役
等
の
義
は
御
忽
に
被
仰
付

百
姓
成
立
申
侯
て
用
畑
に
て
引
き
不
申
様
に
仕
度
に
奉
存
候
不
作
仕
候

処
は
僅
の
義
に
て
致
都
合
候
て
は
鞍
敷
御
損
益
罷
成
候
兎
角
百
姓
共
成

立
作
毛
能
く
仕
出
候
様
仕
度
義
と
存
寄
の
程
申
上
御
事
に
御
座
侯
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上
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